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〒456-0031　名古屋市熱田区神宮二丁目6番7号　 名南税理士法人
資産運用部　部長 松田英雄　TEL：052-683-7533　FAX：052-683-1186

平成18年度税制改正大綱

平成17年12月15日、与党から平成18年度税制改正大綱が発表されました。

この大綱の内容は、経済状況の改善等を踏まえた定率減税の廃止、ＩＴ投資促進税制等の廃止、同族会社役員報酬の一部損金

不算入制度など増税傾向にありますが、中小企業については、活力を最大限に引き出す観点から、中小企業投資促進税制の拡

充や同族会社の留保金課税の抜本的な見直し等、税制面での支援が掲げられています。

また、近年における地震災害の頻発等を踏まえ、地震保険料控除や耐震改修税額控除制度の創設等の措置も加えられており、

主な改正案は次のとおりで、正式には法律が平成18年3月末までに成立し、4月1日以降の施行(一部は1月1日に遡及)となる予

定です。

【法人税】
項　　目 現　　行

役員賞与の損金算入 役員報酬は損金算入（過大部分は除く） 業績連動型役員賞与は損金算入
役員賞与は損金不算入 ＜適用要件＞

　①　非同族法人であること
　②　業務を執行する役員であること
　③　損金経理をしていること
　④　算定方法につき報酬委員会における決定等の
　　適正な手続きを執っていること
　⑤　有価証券報告書等で開示されていること
  ⑥　その他一定の要件を満たすもの

役員賞与の １ヶ月以内の期間を単位として定期的に同一のあらかじめの定めに基づいて確定時期に確定額を支給
損金不算入（定期 額を支給する役員給与を損金算入 する役員賞与を損金算入（年2回のボーナス等）
定額要件）の緩和 （注）　非業績連動型の役員給与に限る
ｵｰﾅｰ社長報酬の給与 一定の会社のｵｰﾅｰ社長（同族会社の業務を主宰する
所得控除相当額の損 役員）に支給する給与のうち、給与所得控除額に相
金不算入 当する部分の金額は損金不算入

＜適用除外＞
　下記①又は②に該当する場合には適用しない
　①　所得等の金額（課税所得とｵｰﾅｰ社長報酬の
　　合計額）の直前3年以内に開始する事業年度に
　　おける平均額が800万円以下
　②　上記①の平均額が800万円超3,000万円以下で
　　このうちに社長給与の占める割合が50％以下
＜一定の会社＞
  ①　ｵｰﾅｰ社長とその同族関係者等が発行済株式の
    総数の90％以上を所有
　②　上記の者が常務に従事する役員の過半数を占
　　めること

　役員報酬額ごとの損金不算入額                    単位：円

新設

改　正　案

財務省によると、対象となる「業務
を主宰する役員」はｵｰﾅｰ社長１人に
のみ適用されるようです。

ポイント！
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8,000,000
役員報酬が1,000万円超の場合の損金不
算入額は以下の算式で計算します
役員報酬　×　5％　＋　170万円
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項　　目 現　　行
ＩＴ減税 対象資産：IT関連設備等
 （Ｈ18.3.31以前 　① 税額控除：取得価額×10%
     取得、事業供用）　　　（最高：法人税額×20%）

　② 特別償却：取得価額×50%
　③ ﾘｰｽ税額控除：
　　　ﾘｰｽ費用の総額×60％×10％
　　　（資本金3億円以下の法人に限る）
　　　（最高：法人税額×20%）

情報セキュリティー 対象資産：情報セキュリティーなどの投資
　　　システム減税 　（Ｈ18.4.1～Ｈ20.3.31までに取得・事業供用）
　　　 　① 税額控除：取得価額×10%

　　　　　　　　　（最高：法人税額×20%）
　② 特別償却：取得価額×50%
　③ ﾘｰｽ税額控除：
　　　ﾘｰｽ費用の総額×60％×10％
　　　　（資本金1億円以下の法人に限る）
　　　　（最高：法人税額×20%）

交際費等の 資本金1億円以下の法人について、支出 　　2年間延長　（Ｈ20.3.31まで）
　　　損金不算入 交際費のうち定額控除（400万円）まで 　＊　1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を損金

の金額の90％を損金算入 　不算入となる交際費等の範囲から除外する
　＊　5,000円以下の飲食費の損金算入を認める規定については、資本金1億円以下の法人に限
　　　られたものではなく、すべての法人について適用されるようです。

留保金課税制度

同族関係者3グループによる判定 同族関係者1グループによる判定

次に掲げる金額のうちもっとも多い金額 次に掲げる金額のうちもっとも多い金額
　①　所得基準･･･所得等の金額×35％ 　①　所得基準･･･所得等の金額×40％（中小法人
　②　定額基準額･･･年1,500万円 　　　については50％）
　③　積立金基準額･･･期末資本金×25％ 　②　定額基準額･･･年2,000万円
　　　　　　　　　　　　　－利益積立金 　③　積立金基準額･･･期末資本金×25％

　　　　　　　　　　　　　　　　－利益積立金
　④　自己資本比率基準額（中小法人に限る）
　　　･･･自己資本比率が30％に達するまでの金額

　①　設立後10年以内の中小企業者 　　①　廃止
　②　中小企業新事業活動促進法の経営
　　革新計画の承認を受けた一定の企業
　③　自己資本比率が50％以下の　

　　　　　　　　中小法人
　＊　課税対象の限定と留保控除の大幅引上げにより、中小企業にとって不可欠な内部留保の
　　　充実を図る目的でなされた改正ですが、不適用措置のうち上記①と③が廃止されている
　　　ため、申告に当っては注意が必要です。

中小企業者等の少額 中小企業者が取得価額30万円未満の減価 　　その事業年度に取得等をした少額減価償却資産
減価償却資産の取得 償却資産を取得した場合には、取得価額 　　の取得価額の合計額が300万円を超える場合に
価額の損金算入の特 の全額の損金算入を認める 　　は、その超える部分に係る減価償却資産を対象
例 　　から除外したうえ、2年間延長　

　　　 　　　　　　　　　（Ｈ20.3.31まで）
　＊　適用期限について、現段階では明らかではありませんが、Ｈ18.3.31までに取得をした
　　少額減価償却資産については、300万円の上限が適用されないのであれば、少額減価償却
　　資産の購入をできるだけ3月までにするといった、節税対策が考えられます。

【所得税、住民税》
項　　目

地震保険料控除 所得控除新設(生命保険料控除と同じように)Ｈ19～
控除限度額 ： 所得税 50,000円
　　　　　 ： 住民税 25,000円

　＊　現行の損害保険料控除（長期）と併用する場合には、合わせて最高75,000円が限度にな
　　ります。
　＊　現行の損害保険料控除（長期）はＨ18.12.31までに締結した保険契約に限り適用。

耐震改修税額控除 居住者がＨ18.4.1～Ｈ20.12.31までの間に、一定の
居住用家屋の耐震改修をした場合には、その年分の
所得税の額から耐震改修工事費用の10％（最高20万
円）を控除する　（住民税は適用なし）

廃　止

改　正　案

新　設

現　　行

新　設

＜留保控除額＞

新　設

改　正　案

＜留保金課税の対象となる同族会社の判定＞

＜不適用措置＞

　　②　2年延長　（Ｈ18.4.1～Ｈ20.3.31）

　　③　廃止

ポイント！

ポイント！

ポイント！

ポイント！
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項　　目
寄付金控除 ＜寄付金控除額＞Ｈ17年 ＜寄付金控除額＞

　　特定寄付金の合計　－　1万円 　　　特定寄付金の合計　－　5千円
　　（総所得の30％が限度） 　　　（総所得の30％が限度）

定率減税 所得税：所得税額×10%(上限：12.5万円）
住民税：住民税所得割額×7.5%
　Ｈ18年　　　　　　　　（上限：2万円）

税率構造

　＊　改正により、所得税と住民税の税率は変更されますが、所得税と住民税を合わせた税負
　　担については、現行と変わらないような措置が図られる予定です。

【相続税】
項　　目 現　　行 改　正　案

住宅取得等資金に係 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度
る相続時精算課税制 の特例（1,000万円の非課税枠の上乗せ）
度の特例

　＊　住宅取得等資金に係る贈与税の特例（5分5乗方式）については、Ｈ17.12.31をもって
　　　廃止されています。

物納制度の見直し
相続税基本通達42－2において、管理又は
処分をするのに不適当な財産を例示
＜取引相場のない株式＞ ＜取引相場のない株式＞
　買受確認書が提出されており、優良法人 　譲渡制限株式のみが物納不適格
で売却が確実に見込まれることを条件に物 　＊有価証券届出書等一定の評価資料を提出する旨
納が認められている。 　の確約書を提出する必要があります。

　相続税の延納者が、資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、申
告期限から10年以内に限り、一定額の残額につき物納を選択することができる。

　物納の許可に係る審査期間の法定化(原則3ヶ月)や物納手続に必要な書類が明確化されます。

　①　金銭又は延納による納付困難用件について、その判定方法を明確化する。
　②　物納により納付が完了されるまでの間について利子税の負担を求める。
　③　その他所要の措置を講ずる
　＊　上記の改正は、Ｈ18.4.1以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について
　　適用されます。
　＊　市街化調整区域内の土地、無道路地等について、「物納劣後財産」に分類され、他に物
　　納適格財産がない場合に限り、物納を認める財産として、その範囲が明確化されます。

　　法令において限定

＜住民税＞

　Ｈ19年以降廃止

＜所得税＞

　（２）　延納中の物納の選択

（４）　その他所要の措置

（３）　物納手続きの明確化

　(１)　物納不適格財産の明確化

現　　行 改　正　案

　　2年間延長（Ｈ18.1.1～Ｈ19.12.31）

ポイント！

ポイント！

ポイント！

課税所得 税率 控除額
200万円以下の金額 5% 0円
700万円以下の金額 10% 100,000円
700万円超の金額 13% 310,000円

一律10％

現行（3段階） 改正案　Ｈ19～

課税所得 税率 控除額 課税所得 税率 控除額
330万円以下 10% 0円195万円以下の金額 5% 0円
330万円超 900万円以下 20% 330,000円 330万円以下の金額 10% 97,500円
900万円超 1,800万円以下 30% 1,230,000円 695万円以下の金額 20% 427,500円
1,800万円超の金額 37% 2,490,000円 900万円以下の金額 23% 636,000円

1,800万円以下の金額 33% 1,536,000円
1,800万円超の金額 40% 2,796,000円

現行　（4段階） 改正案　（6段階）　Ｈ19～
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【その他】
項　　目

登録免許税 Ｈ18.3.31までの所有権移転 Ｈ18.4.1以降の所有権移転
 　税率： 売買、交換、贈与1%、   税率：売買、交換、贈与2%、相続0.4%など
　　　　 　　　　　　　　相続0.2%など 　＊ただし、Ｈ20.3.31までの売買による土地の

　所有権移転登記については、1％（本則2％）
　＊　売買による土地の所有権移転登記以外の登記については、特例が廃止され、登録免許税
　　が倍になります。非課税枠を利用した計画的な贈与等の場合には、3月31日までに登記を
　　した方がお得です。
　

不動産取得税 Ｈ18.3.31までの取得 Ｈ18.4.1以降の取得
　税率：原則4%を3%に引き下げ 　土地・建物（住宅）Ｈ21.3.31まで税率3％

　建物（店舗・事務所）Ｈ20.3.31まで3.5％
宅地及び宅地比準土地に係る不動産取得
税の課税標準を1/2に軽減

長者番付の公示廃止 納付所得税額が1,000万円を超える納税者 公示廃止（個人情報保護の観点から）
　　　（所得税等） の住所・氏名を毎年5月16日～31日まで 　＊Ｈ18.4.1以後に公示する場合について適用

公示
無申告加算税 納付税額　×　15％ 納付税額(50万円超部分)　×　20％　　Ｈ19～
　　　　　の引上げ 更正を予知したものでない場合　5％ 更正を予知したものでない場合　5％

（期限内申告書を提出する意思があったと認められ
る自主的な2週間以内の申告には無申告加算税は課
さない）

ゴルフ会員権（プレ 平成18年度の税制改正では、ゴルフ会員権について特に触れられていないため、ゴルフ会員権
ー権有り）の譲渡損 （プレー権有り）の譲渡損失については、引続き損益通算が可能です。
失

　　2年間延長（Ｈ21.3.31まで）

改　正　案現　　行

ポイント！
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